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第１回 周南市総合教育会議 
 

 

 

 

 

平成 27年 8月 26日(水) 11:00～ 

周南市役所 第二応接室 

 

周 南 市 



第１回  周南市総合教育会議  次第  

 

 

 

 

1.  開会  

 

 

 

 

2.  市長あいさつ  

 

 

 

 

3.  周南市総合教育会議  

 

(1)   新「教育委員会制度」について           ･･･ ３ページ  

 

 

 

 

(2)   「周南市総合教育会議」について（案）     ･･･ ４～６ページ  

 

 

 

 

(3)   周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の「大綱」

の策定方針について（案）  

                        ･･･ ７～８ページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  閉会  
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周南市総合教育会議について（案） 

 

１基本的な考え方  
 

教育に関する予算の編成・執行や条例提案等の権限を有している市

長と、教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育の課題やあるべ

き姿を共有しながら、より一層一体的な教育行政を「共に」推進する

ため、市長と教育委員会による「周南市総合教育会議」を設置する。  

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年

4 月 1 日施行）に基づき設置。 

 

 

 

２構成員  
 

市長及び教育委員会（教育長及び委員）  

※  必要に応じ、意見聴取者（関係者、学識経験者等）の出席を要請。  

 

 

 

３会議の招集等  
 

会議は市長が招集し、原則公開。また、議事録を作成し、公表。  

 

 

 

４協議事項  
 

① 平成 27 年度においては、「教育、学術及び文化の振興に関する  

総合的な施策の大綱」の策定について協議。  

⇒平成 27 年度中に「大綱」を策定  
 

② 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、

学術、文化及びスポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策に

ついて協議。  

⇒各年度の「重点取組方針」や「重点施策」について協議・調整  
 

③ いじめ問題や災害等に伴う児童、生徒等の生命や身体の保護など  

緊急の場合に講ずべき措置について協議。  

⇒必要に応じ随時会議を開催  
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（ 案 ） 

 

周南市要綱第   号  

平成２７年８月２６日  

周南市総合教育会議設置要綱をここに定める。 

 

周南市長  木  村  健 一 郎  

 

周南市総合教育会議設置要綱 

（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第１条

の４第１項の規定に基づき、市長と教育委員会がその相互連携を図り、本市の教育

行政の推進に資するため、周南市総合教育会議（以下「会議」という。）を設置す

る。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。 

(１) 周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関

する協議 

(２) 周南市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、

学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策 

(３) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるお

それがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

（構成員） 

第３条 会議は、市長及び教育委員会（以下「構成員」という。）をもって構成する。 

（会議） 

第４条 会議は、市長が招集し、市長が会議の議長となる。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料すると

きは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることがで

きる。 

３ 会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、そ

の調整の結果を尊重しなければならない。 

（意見の聴取） 
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第５条 会議は、第２条の協議を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者

又は学識経験を有する者に出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くこ

とができる。 

（会議の公開） 

第６条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、

又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認

めるときは、この限りでない。 

（会議録） 

第７条 市長は、会議の終了後遅滞なく会議録を作成し、ホームページ等を活用して

これを公表するものとする。ただし、前条のただし書の規定により会議を公開しな

いときは、この限りでない。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、教育政策担当課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、市長が会

議に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年８月26日から施行する。 
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周南市の教育、学術及び文化の振興に関する 

総合的な施策の「大綱」の策定方針について（案） 

 

１策定の趣旨  
 

市長と教育委員会の連携の強化を図り、それぞれの所管事務をより一

体的に執行するため、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定める。 

※  地 方 教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を 改正する法 律 (平成 27年

4月 1日施行 )により、地方公共団体の長に対し、策定を義務付け。  

 

２策定方針  
 

｢第２次周南市まちづくり総合計画（しゅうなん共創共生プラン）」

に掲げた「教育・子育て」、「生涯学習・人権」に関する基本計画を柱

とし、教育委員会策定の『周南市の教育～「不易」と「流行」の教育を

求めて～』と調和させたものとして策定する。 

 
３期間  
 

「第２次周南市まちづくり総合計画」の前期基本計画の期間に合わせ、

平成27年度から平成31年度までの５年間とする。 

※  法律上の規定なし（国の想定は４～５年程度） 

 

＜参考「第２次周南市まちづくり総合計画」＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-



第 2次周南市まちづくり総合計画（しゅうなん共創共生プラン） 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

教育関係の基本施策教育関係の基本施策教育関係の基本施策教育関係の基本施策     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11-11-11-1 教育の充実教育の充実教育の充実教育の充実     

子 供達 一人 ひ と りの 特性 や能 力を 伸ば し、 豊か な心 の育 成を 基本 とし て、「確 かな学力 」 

「生きる力」を育む教育の充実を図ります。  

1-21-21-21-2 教育環境の整備・充実教育環境の整備・充実教育環境の整備・充実教育環境の整備・充実     

子 供達 が、 安 心 ・安 全に 学び 、「 生き る力 」を育 むこ とが でき るよ う教 育環 境等 の整備 ・   

充実に努めます。  

1-31-31-31-3 子供の健全育成子供の健全育成子供の健全育成子供の健全育成     

家庭・地域・学校・行 政が連携し、子供を見守り育てる活動を進め、子供達が発達段階に

応じて社会の一員とし ての自覚と責任をもち、自ら判断し、主体的に行動する社会人とし

て成長できる環境づくりに努めます。  

1-41-41-41-4 子育て環境の充実子育て環境の充実子育て環境の充実子育て環境の充実     

子供と子育てを社会全 体で支え、子供・家庭・地域の喜びと幸せにつながるまちづくりを

進めます。  

2-12-12-12-1 生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進生涯学習の推進     

市民の自主的・継続的 な学習活動を支援するとともに、学んだ成果をまちづくりに生かす

ための生涯学習環境の整備・充実に取り組みます。  

2-22-22-22-2 文化・芸術活動の振興文化・芸術活動の振興文化・芸術活動の振興文化・芸術活動の振興     

優れた文化・芸術にふ れる機会を充実するとともに、市民主体の文化・芸術活動の活性化

や郷土の特色ある歴史 ・文化の伝承を図り、豊かで彩りのある市民文化の育成に取り組み

ます。  

2-32-32-32-3 スポーツの振興スポーツの振興スポーツの振興スポーツの振興     

「する」「観る」「支える (育てる )」を重視し、生涯にわたりスポーツ文化に親しむこ と が

できるまちづくりを目指します。  

2-42-42-42-4 人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現人権尊重社会の実現     

「市民一人ひとりの人 権が尊重されるまち」の実現を目指し、人権尊重の視点に立って、

総合的かつ効果的な人 権教育・啓発の取組みを推進します。社会のあらゆる分野に男女が

参画し、お互いが対等 なパートナーとして個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社

会の実現を図ります。  

教 育 の 充 実教 育 の 充 実教 育 の 充 実教 育 の 充 実     
教 育 環 境 の 整 備 ・  教 育 環 境 の 整 備 ・  教 育 環 境 の 整 備 ・  教 育 環 境 の 整 備 ・  

充 実  充 実  充 実  充 実  
子 供 の 健 全 育 成  子 供 の 健 全 育 成  子 供 の 健 全 育 成  子 供 の 健 全 育 成  
子 育 て 環 境 の 充 実子 育 て 環 境 の 充 実子 育 て 環 境 の 充 実子 育 て 環 境 の 充 実  

生 涯 学 習 の 推 進生 涯 学 習 の 推 進生 涯 学 習 の 推 進生 涯 学 習 の 推 進     
文 化 ・ 芸 術 活 動  文 化 ・ 芸 術 活 動  文 化 ・ 芸 術 活 動  文 化 ・ 芸 術 活 動  

の 振 興  の 振 興  の 振 興  の 振 興  
ス ポ ー ツ の 振 興  ス ポ ー ツ の 振 興  ス ポ ー ツ の 振 興  ス ポ ー ツ の 振 興  
人 権 尊 重 社 会  人 権 尊 重 社 会  人 権 尊 重 社 会  人 権 尊 重 社 会  

の 実 現の 実 現の 実 現の 実 現  
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